
パターン①：（公財）マンション管理センターに直接依頼する           

 

 

 

 

 

パターン②：マンション管理士（※）に依頼する               

※申請マンションの区分所有者及び管理委託先の担当者であるマンション管理士を除く 
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パターン③：管理委託先（マンション管理業協会）に依頼する         

（（一社）マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン④：日本マンション管理士会連合会に依頼する            

（（一社）日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する場合） 

 


